
事 務 連 絡

平成21年8月25日

構 細 一 ㈲
厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局

新型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)に 係 る今後のサーベイ ランス体制 について

新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)に 係 るサーベイ ランス体制 については、平成

21年7月24日 厚生労働 省新型イ ンフルエ ンザ対策推進本部事務局事務 連絡 「新型イ ン

フルエ ンザ(A/HlN1)に 係 る今後のサーベ イ ランス体制 について」(以 下 「サー

ベ イ ランス事務連絡」 とい う。)で お示 しし、貴管 内の関係機 関への周知徹底 とその着

実な実施 をお願 い して きた ところで ある。

今般 、感染症の予防及び感 染症 の患者 に対す る医療 に関す る法律施行規則(平 成10

年厚 生省 令第99号)の 一部 が改正 され、新型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)に 係 る

感 染症 の予防及び感 染症 の患者 に対す る医療 に関す る法律(平 成10年 法律第114号 。

以下 「法」 とい う。)第12条 に規定す る医師の届 出が不要 とされた ところ、今後、新型

イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)の サーベイ ランス体制 を下記の とお りとす るので、そ

の実施 に遺漏 な きを期 す る とともに、貴管内 の関係機 関へ の周知徹底 をお願 い したい。

なお、平成21年7月24日 厚 生労働省新型イ ンフルエ ンザ対策推進本部事務局事務連

絡 「新型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)に 係 る今後のサーベイランス体制 について」

は、同年8,月24目 をもって廃止 す ることとす る。

記

第1新 型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)に 係 る今後 のサーベイ ランス体制につ いて

は、次 に掲 げる とお り、実施す る こととす る。

1地 域 にお ける感染拡大 の早期探知のたあのサーベ イランス

ω クラスター(集 団発生)サ ーベイ ランス(別 添1)

ω イ ンフルエ ンザ様疾患発生報告(別 添2)

2重 症化及び ウイルス の性状変化の監視のためのサーベイ ランス

〔1)ウ イル スサーベイ ランス(別 添3)

〔2>イ ンフルエ ンザ入院サーベイ ランス(別 添4)



3全 体的な発 生動 向の把握 のためのサーベイ ランス

ω イ ン フル エ ンザ サ ーベ イ ラ ンス(別 添5)・

第2本 事務連絡 においては、第1に 掲 げるサーベイ ランスにおいて、感染症サーベイ

ランスシステム(NESID)等 によ り、厚生 労働省へ の適時の報告 を求 めていると

ころであるが、重症 化や病原性 の変化等 について 、よ り迅速 な情報収集や対応が必要

となる場合 がある ことか ら、その円滑な実施 を図 るため、次 に掲 げ る事象 を把握 した

都 道府県 、保健所設置市又 は特別 区の本庁 は、厚生労働省 に、電話 で速やか な連絡 を

行 うこととす る。

なお、当該連 絡 を受 けた場合 、公衆衛 生上の必要性が認 め られ るものにつ いては、

厚 生労働 省 と地方 自治体 の連携 のもと、公表 を行 うもの とす る。

ω 医療機 関において 、入 院患者又は職員 で、イ ンフル エ ンザ様症状 を呈す る患者

の10人 以上の集 団発生 を把握 した場合

〔2)社:会 福祉 施設等 において、入所者 、利 用者又は職員等 で、イ ンフルエ ンザ様症

状 を有す る患者の10人 以上の集 団発生 を把握 した場合

(3)新 型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)の 入院患者 が、入院 中に人工呼吸器 を使

用 した こ とを把握 した場合、インフルエ ンザ脳 症 を発症 して いる場合 又は集 中治

療 室に入室 してい る揚合

(4>入 院の有無 にかかわ らず 、新型イ ンフル エ ンザ(A/HlN1) .と診 断 された

患者 が死 亡 した場合 又 は死 亡 した者 につ いて確認 検査 に よ り新型イ'ンフル エ ン

ザ(A/HlN1)と 判明 した揚合(検 案 によ り新型イ ンフルエ ンザ(A/Hl

N1)と 判 明 した場合 を含む。)

㈲ 新型イ ンフルエ ンザ ウイルスの遺伝子分析等 によ り、抗原性 の変化や薬剤 耐性

等 を確認 した場合

㈲ その他、公衆衛生上、迅速な情報収集や対応が必要 と思われ る場合

2当 該連絡 につ いて は、一定程 度数 の発生が把握 された時点を もって 、順 次、見直

す こ ととす る。その 目安 については、国内の発生状況や 最新 の知見等 を勘案 し、お

って連 絡す るこ ととす る。

第3本 事務連絡 において、イ ンフルエンザ とは、法第6条 第6項 第1号 に規 定す るイ

ンフル エ ンザ をい うもの とす る。



圃
1地 域にお ける感染拡大の早期探知

クラズ ター(集 団発生)サ 「 ベイランス

第1目 的

新 型イ ンフル エ ンザ(A/HlN1)に つ いて、放置すれ ば大規模 な流行 につ な

が る可能性 が ある集 団的な発生 を早期 に把握 す る。

第2実 施の概要

新型イ ンフル エンザ(A/HlN1)の 集 団発 生の端緒 の把握

1保 健所 は、医師、学校 の設置者、社会福祉 施設等 の施設長等 か らの連絡 によ り、

同一の集団 にお いて、新型イ ンフル エ ンザ(A/HlN1)の 集 団的な発 生が疑

われ る事例 を把握 す る。

(1)医 師 か らの連 絡

医師は、イ ンフルエ ンザ様症状 を呈す る患者 を診察 し、問診等 によ り、当該

患者 の属す る施設 において、新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)が 集 団的に

発 生 してい る疑 いがあ ると判断 した場合、最寄 りの保健所 に連絡す る。

(参照)
・ 平成21年8月25日 健感 発0825第2号 厚 生労働省健康局結核感染症課

長通知 「新型インフル土ンザIA/HlN1)で の集団発生が疑われる場合におけ

る医師からの報告と感染拡大防止対策の実施について」

② 学校の設置者からの連絡

学校の設置者 は、イ ンフルエ ンザ に感染 し、若 しくはその疑いが ある者 に対

し出席停 止が行 われた場合又 は臨時休業 の措 置が行 われだ場合 、保健所 に連絡

す る。また、それ以外の場合 で も、同一集 団(原 則 と して同一学級又 は部活 動

単位 等)で7日 以内にイ ンフルエ ンザ様 症状 による2名 以上 の欠席者(教 職員

を含む。)が 発 生 した場合、迅速 に、保 健所 に対 して情報伝達 を行 う(別 紙1

参照)。

(参照)
・ 平成21年6 ,月26日 文部科学省 高等教育局教育企画課長事務連 絡 「新型

イ ンフルエ ンザ に関す る対応 につ いて(第9報)」
・ 平成21年6月26日 文部科学省高等教育局私学部私学行政課/ス ポーツ ・

青少年 局学校健 康教育課事務連絡 「新型 イ ンフルエ ンザに関す る対応 につ

いて(第8報)」



〔3)社 会福祉施設等の施設長 等か らの連絡

社会福祉施設等の施設長等 は、入所者 、利用者、職員等 にお いて、イ ンフル

エ ンザ様症状 を有す る者 の発生後7日 以内に、その者 を含 め2名 以上 が、医師

の診 察 を受 けた うえで新型イ ンフル エンザ(A/HlN1)の 感染 を強 く疑わ

れ た場 合、保 健所に連絡す る(別 紙2参 照)。

(参照)
・ 平成21年8月g5日 厚 生労働省健 康局結核感染症課/雇 用均等 ・児童 家

庭局総務課/社 会 ・援護局福祉 基盤 課/社 会 ・援護 局障害保健福祉部企画課

/老 健局総務課 事務連絡 「社会福祉施 設等にお ける新型イ ン フル エ ンザに

係 る今後 のクラスター(集 団発生)サ ーベイ ランスの協力 につ いて」

2連 絡 を受 けた保健所 は、都道府 県 、保健所設置市又 は特別 区(以 下 「都道府県

等 」 とい う。)の 本庁 に報告 を行 う。

3現 在 のイ ンフル エ ンザ の流行状況等 に鑑み 、新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN

1)の 集 団発 生であ るこ とを確 認す るためのPCR検 査 は原貝1」実施 す る必要 はな

いが 、地域 にお け るイ ンフル エ ンザ の流行 状況等 に鑑 み、都道府 県等 の判断で、

PCR検 査 を実施す るこ とは差 し支 えない。

第3厚 生労働省に対する報告について

1都 道府 県等 は、次に掲 げる情報 を、1週 間分(月 曜 日か ら 日曜 日まで)集 計 し、

翌週 の火曜 日(休 日の揚合 はその翌営業 日)ま でに報告す ること とす る。

ω 第2の2で 把握 したイ ン フルエ ンザ様症状 を呈す る患者 の集 団発生 に係 る

情 報

ω 都 道府 県等 において臨時休業 の要請 を行 い、実際 に臨時休業 した施設数

2〔1)の 報告 は 、暫 定 的感 染 症 サ ーベ イ ラ ンス シス テ ム(iNESID)で 行 うも

の とす る。

第4実 施時期

1新 型イ ンフル エンザ(A/HlN1)を 含 むイ ンフルエ ンザの感染 が相 当程度

拡大す るまでの間、実施す る。その具体 的な時期 については、お って連絡す るこ

ととす る。

2な お 、新型 インフルエ ンザ(A/HlN1)を 含むインフルエ ンザ の感染 が相

当程度拡大 した後 、地域 にお ける感染拡大 の早期探知のための集 団発生 の把握 は

中止す るが、各 自治体において、ウイノヒスの感染 性や病原性 の変化 を把握す るた



め、一部 の集 団発 生 について疫学調査や確 認検査 を行 うことは差 し支 えない。

第5そ の他

1第2の3の 検査 を実施 し、新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)が 陽性 であっ

た場合 、地方衛生研 究所 は、感染症サーベイ ランスシステム(NESID)の 「病

原体検 出情報 システム」にお ける病原体個票及び集 団発生病原体票 にデー タを登

録す る。

21第2の3で 地方衛生研 究所 が検査 を行 うに際 しては、PCR検 査 に加 えて ウイ

ルス の分離 ・同定 を行 うこ とも検討す るこ とす る。



圃
学 校 に お け る新 型 イ ンフル エ ンザ ・ク ラス ター サ ー ベ イ ラ ンスの 流 れ

〈目的〉 地域における新型インフルエンザの発生を早期に探知すること

学校の設置者

迅
速
な
連
絡

保健所は、学校保健安全法第18条 及び学校保健安全法施行令第5条 の規定に

基づき、学校の設置者から、以下のいずれかの基準を満たす場合に連絡を受ける。

① 出席停止(イ ンフルエンザ患者 ・疑われ る者)が 行われた場合

② 休校 ・学年閉鎖 ・学級閉鎖等、臨時休業の措置が行われた場合

※ ①については、保健所は、同一集団(原 則として同一学級又は部活動単位

等)に おいて7日 以内に2名 以上の出席停止者が発生 していないか確認す

る。(簡 易迅速検査でB型 が確定された場合は除外する)

ノ ヘ ヘ
ノ 　
'ま た、保健所は、出席停止 が行われた とき、又は、出席停止が行われなか っ'

た場 合でも、同一集団(原 則 と して同一学級 又は部活 動単位等)で 、7日 以内

にイン フル エンザ様症状(※)に よる2名 以上の欠席 者(教 職 員を含 む。)が

発生 した場 合、迅速 に初期 か ら情報伝達がな される よ う、あ らか じめ学校 の設

置者及 び校長 と十分 に連携 し、体制 を整えてお くこととす る。

※38度 以上の発熱かつ急性呼吸器症状

急性 呼吸器症状 とは少な くとも以下 の1つ 以上の症 状 を呈 した場 合をい う。

・
、 ア)鼻 汁 も しくは鼻閉 イ)咽 頭痛 ウ)咳 ノ

保健所

保健所は、学校の設置者か ら連絡を受けた場合、学校におけ

握す るため、迅速 に以下の対 策を講 じる。

① 学校の設置者 に対 し、患者(疑 い者)が 、医師の診断に

び簡易迅速検査の結果(A型 陽性)等 を踏 まえ、イ ンフル

たことを確認する。

② 学校の設置者 に対 し、学校内におけるインフルエンザ様

迅
速
な
対
応

数や感染状況等を把握するよう依頼する。

保健所は、学校における感染状況等を把握 した上で、地域に

ンザの流行状況や学校 に通 う者の状況等を勘案 し、必要に応 じ

じる 。

① 臨時休業の要請(学 校の設置者か らの臨時休業等に関す

含 む 。)
「

② 学校における基本的な感染防止対策の徹底の指導の依頼

③ 学校における基礎疾患を有する者等に対する早期受診、

依頼

学校の設置者



囮
社 会 福 祉 施 設 等 に お ける新 型 インフル エ ンザ ・クラス ター サ ー ベ イランス の 流 れ

く目的〉社会福祉施設等での新型インフルエンザ(A/HlN1)の 発生を早期に探知する

とともに、重症化するおそれがある者への感染を防止すること

社会福祉施設等の施設長等

迅
速
な
連
絡

社会福 祉施設等 の施設長等 は、入所者 、利 用者 、職 員等 において、 インフルエ ン

ザ様症状(※1)を 呈す る者の発生後7日 以内 に、その者 を含め2名 以上 が次 の条

件 を満 たす場合 は、保健所に連絡す る。(※2)

イ ンフルエ ンザ様症状 を有する者 につ いて、医師(嘱 託医や主治医等)が 診察

し、簡 易迅速検査の結果、A型 陽性 ・B型 陰性 である、又は、A型 陰性 でも臨床

的 に感染 を強 く疑われ ること。(※3)

※138度 以上の発熱かつ急性呼 吸器症状

・ただ し、年齢 ・基礎 疾患 ・服薬 状況 な どの影響で 、高熱 を呈 さな い場合 も

あるた め、37.5。C以 上で考慮 しても よい。

・急性呼吸器症状 とは少 な くとも以下の1つ 以上の症状 を呈 した場 合 をいう

ア)鼻 汁 も しくは鼻 閉 イ)咽 頭痛 ウ)咳

※2保 健 所 に連絡後、同様の事態が生 じた場合、随時保健所 に連絡す ること。

※3簡 易迅速検査 で、B型 が確定 され た場合 は除 く。

保健所

保健所は、社会福祉施設等の施設長等か ら連絡 を受けた場合、当該施設等におけ

る感染状況等を把握するため、迅速に以下の対策を講 じる。

社会福祉施設等の施設者等に対 し、施設内におけるインフルエンザ様症状 を呈

する者の数や感染状況等を把握するよう依頼する。

迅
速
な
対
応

保健所は、施設等における感染状況等を把握 した上で、地域におけるインフルエ

ンザの流行状況や施設等に属する者の状況等を総合的に勘案 し、必要に応 じ、以下

の対策を講 じる。

① 臨時休業の要請の検討(施 設長等からの相談への対応を含む。)

② インフルエンザ様症状を呈する者に対する外出自粛の要請等

③ 施設等に対する基本的な感染防止対策の徹底の呼びかけの依頼

重症化するおそれが高い者が集団生活する施設等において、集団発生 しているお

それが ある旨の連絡を受けた場合、迅速に以下の対応を講 じるものとす る。

① 早期受診を勧奨するとともに、医師の判断により、PCR検 査を実施

② 施設内の濃厚接触者に対する予防投与の検討

③ 施設の職員等でインフルエンザ様症状を呈する者又は濃厚接触者に対する外

出 自粛の要請

社会福祉施設等の施設長等



團
1地 域にお ける感染拡大の早期探知

インフルエンザ様疾患発生報告

第1目 的

学校 にお け るイ ンフルエ ンザ の流行状況 を把握す るた め、イ ン=7ル エ ンザ様症状

の患者 の発 生 による管 内の幼稚 園、保 育所 、小学校、中学校、高等学校 の休校数等

を把握す る。

第2実 施の概要

1保 健所 は、管 内の幼稚園、保育所、小学校 、中学校 、高等学校 と連携 し、イ ン

フルエ ンザ様症 状の患者 による臨時休 業(学 級 閉鎖、学年 閉鎖 、休校)の 状況及

び欠席 者数 を把握す る。

2保 健所 は 、1で 入手 した情報 を、1週 間分(目 曜 日か ら土曜 日まで)集 計 し、

翌週 月曜(休 日の場合はその翌営業 日)ま でに、都道府 県、保健所設置市又は特

別 区(以 下 「都道府県等」 とい う。)の 本庁 に報告す る。

(参照)
・昭和48年9月20目 衛情第102号 「イ ンフル エ ンザの防疫対策 について」

・平成2!年5月22日 健感発第0522003号 厚生労働省 健康局結核感 染症課長通知

「イ ンフルエ ンザ施設別発生状 況に係 る調査 につ いて」

第3厚 生労働省への報告

都道府 県等 は、第2に よ り入手 した情報 を、速やか に報告す るこ ととす る。

当該報告 は、感 染症サーベイ ランスシステム(NESID)で 行 うもの とす る。

第4実 施時期

従来 、季節性 イ ンフルエ ンザの発生 がお さま る夏期 には本サーベ イランスを中断 し

てい るが、本年 においては夏期 も継続す る。

夏期休暇 中も、学校 の部活動単位 等 におい て、イ ンフル エ ンザ様症状 に よる2名 以

上 の欠席者 が発 生 した場合 には、保健 所 はそ の情報 を学校 等か ら受 け るこ ととす る。

その後 、秋 か ら冬、更には来年春 にか けて、新 型イ ンフルエンザ(A/HlN1)
'の流行 が見込 まれ る時期 を経 て

、その流行 がお さまって小康状態 となるまで継続す る。



魎
2重 症化及び ウイルスの性状変化の監視

ウイルスサーベイラ ンス

第1目 的

流行 してい る新型イ ンフルエ ンザ ウイル スの抗原性、抗 イ ンフル エ ンザ ウイル ス

薬へ の感 受性 等 を調べ、病原 性 の変化 の把握や診断 ・治療方針 の見直 し等 に役 立て

る。

ま た 、イ ン フル エ ンザ ウイ ル ス の型 ・亜型(A型 、H1、H3、 新 型H1、B型)

を調 べ る こ とに よ り、流 行 して い るイ ン フル エ ンザ全 体 にお け る新 型 イ ン フル エ ン

ザ(A/HlN1)の 割 合 を評 価 す る。

第2実 施の概要

1都 道府 県、、保健所設 置市又 は特別 区(以 下 「都 道府 県等」 とい う。)は 、所管

してい る地方衛生研究所 と協議 を行 い、本サーベイ ランス において検査 を行 う検

体数 の上限 をあ らか じめ定 めてお くこ ととす る。7

2病 原 体定点 医療機 関は、定点医療機 関あた りのイ ンフルエ ンザの患者 の報告数

が あ らか じめ定 めた検体数 の上 限に達す るまで、イ ンフルエ ンザ定点医療機 関 と

して、保健 所 に報告す る全 てのイ ンフルエ ンザ の患者及 び新型 イ ンフルエ ンザ

(A/HlN1)の 患者 について、検体 を採取す る。

3病 原体定点 医療機 関は、定 点医療機 関あた りの季節性 イ ンフルエ ンザの患者 の

報告数 があ らか じめ定 めた検体数 の上 限を超 えるよ うにな った揚合、イ ンフルエ

ンザ定点 医療機 関 として保健 所 に報告 す るイ ン フルエ ンザ の患者及 び新型イ ン

フルエ ンザ(A/HlN1)の 患者 の一部 に限 り、状況 に応 じて、検体 を採 取す

る。 この際 、年齢 区分 等 に応 じ、バ ランスの とれ たサ ンプ リングを行 うよ う留意

しっっ、各地方衛生研究所 であ らか じめ取 り決 やた計画 に基づ き、実施す ること

とす る。

4保 健所は、2、3で 採取 され た検体 を入手 し、地方衛生研 究所 に送付す る。

5地 方衛 生研 究所 は、病原 体 定点 医療機 関か ら送付 され たすべて の検体 にっい・

て、確認検査 を行 う。

ここでい う確認 検査 とは、ウイル スの分離 ・同定又はPCR検 査 をい うもの と

し、都道府 県等 と地方衛 生研 究所 との間であちか じめ協議 し、両者 のバ ランスに

配慮 して実施 す る。特 に、一定数 は、・ウイル スの分離 ・同定 を行 うことに努 める

こ とと し、PCR検 査 については、クラス ターサーベ イ ランスやイ ンフルエ ンザ

入院サーベ イ ラ ンス等 にお ける診 断の ためのPCR検 査 の実施 状況 をも勘案 し

つつ 実施す る。なお 、新型イ ンフル エンザ(A/HlN1)を 含 めた標準抗血 清

及 び標準抗原 が配布 され るまでの時期 におい ては、ウイル スの分離 ・同定 を行 い、

赤血球凝集抑制(HI)試 験 の結果 が、A(十)、H1(一)、H3(一)、B(一)

となった場合 には、新型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)ウ イル スである可能性



が 高 い とみ な し、 「Anotsubtyped」 とす る。 この場 合 、PCR検 査 に よ り新 型

イ ン フル エ ンザ(A/HlN1)で あ る ことを確 認 す る。

6都 道府 県等 は、地方衛生研 究所 と連携 し、、検査 に係 る情 報 を把握 す る。 また、

ウイル スの分離 ・同定 とPCR検 査 の結果が重複 して計上 され ないよ うに注意

す る。

(参照)
・平成11年 健 医発第458号 厚生省保健医療局長通知 「感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関す る法律の施行に伴 う感染症発生動向調査業の

実施 について」

第3厚 生労働省 に対する連絡

1地 方衛 生研 究所 は、第2の5の 検査結果が判 明 し次第、直 ちに厚生労働省 に対

して、検査 に係 る情報を報告す ることとす る。

当該報告 は、感染 症サーベ イ ランス システム(NESID)で 行 うもの とす る。

2都 道府県等 は、第2の6で 入 手 した情報 を、1週 間分(月 曜 日か ら 日曜 日まで)

集 計 し、翌週 の火曜 日(休 日の場合 はその翌営業 日)ま でに報告す ることとす る。

当該 報告 は、暫定 的感染症 サーベイ ランスシステ ム(iNESID)で 行 うも

の とす る。

第4実 施時期

通年 、実施す る。

第5そ の他

1イ ンフルエ ンザ定点医療機 関 においては、診察 したイ ンフルエ ンザ様症状の患

者 につ いて、臨床 的 に新型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)と 診断で きない場合

につ いては、イ ンフル エ ンザ と して届 出を行 うこと とす る。

2都 道府 県等 は、第3の2の 報告 を行 う際は、1週 間 ごとにそれぞれの集 計 した

結果 を入力 し、新 たに判 明 した結果 にっいて は過去 に遡 って入力す る。また、』新

型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)の 診 断 目的 の確認検査(入 院患者 等の診断 を

目的 とした検査 を含 む。)と 診 断以外 の 目的の確認検査 を区別す る。

3検 体 のサ ンプ リングの実施計画 にっいては、そ の考 え方 を国立感 染症研 究所 に

お いて と りま とめ、別途送付す る予 定である。

4地 方衛生研 究所 にお ける抗イ ンフルエ ンザ ウイル ス薬 に対す る耐性 ウイルス

の確認 方法 につ いて は、国立感染症研究所 よ り、別途 、実施 要綱 を送付す る予定

で ある。実施 要綱 に基づ き、都道府 県等 においては実施 体制 の整備 に努 めるこ と

とす る。



圏
2重 症化及び ウイルスの性状変化の監視

イ ンフルエ ンザ入院サーベ イランス

第1目 的 、

新型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)と 診 断 された入 院患者 の数及びその臨床 情報

を把握 す るこ とによ り、当該感染症 による重症者 の発 生動 向や病原性 の変化等 につい

て推 察、把握 す る材 料 とす る。

第2実 施の概要

1す べ ての入 院医療機 関 において、医師は、イ ンフルエ ンザ様 症状 を呈す る患者

であって入院 を要す るものを確認 した場合(た だ し、イ ンフルエ ンザ迅速診断 キ

ッ トB型 陽性 であ る場合等 、新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)で あるこ とが

除外 され る場合 を除 く。)、所管 の保健所 に対 し連絡 を行 う。また、当該 医療機 関

におい ては、極力 、患者 の検体 を採取 してお くこと とす る。

2当 該連絡 を受 けた保健所 は、患者 の検体 を入手 し、地方衛 生研究所 に対 してP

CR検 査 を行 うよ う依頼す る。

3PCR検 査が 陽性 だった場合 、保健 所は、患者 の入院す る医療機 関に連絡 し、

患者 の臨床 情報 を入手す る とともに、速やか に都道府県、保健所設置市及 び特別

区(以 下 「都道府 県等」 とい う。)の 本庁 に報告す る。

4ま た、保健所 は、患者 の入院す る医療機 関 と連携 し、患者の臨床情 報を、週に
・一度

、原則 と して報告 日の前 日に更新す るもの とし、更新 した最新 の情報 を火曜

日(休 日の場合 はそ の翌営業 日)ま で に、都 道府県等 の本庁 に報告す る。

第3厚 生労働省に対する連絡

1都 道府県等 は、第2の3で 入手 した情報 を、速や かに厚生労働省 に対 して報告

す る こととす る。1

当該報告 は、暫定的感 染症サーベイ ランス システ ム(iNESID)で 行 うも

の とす る。

2都 道府県等 は、第2の4で 入手 した情報 を、速や かに厚生労働省 に対 して報告

す ることとす る。

当該報告 は、暫 定的感染症サーベイ ランス システ ム(iNESI〕D)で 行 うも

の とす る。



第4実 施時期

通年 、実施 する こ ととす るが、新型イ ンフル エ ンザ(A/HlN1)を:含 むイ ン

::7ルエ ンザ の感染 が相 当程度拡大 し、患者 数が多 くなった時期 には、上記 の運用方

針(報 告方法 、報告様式等)に っいて、適時 に見直 しを行 う。・その具体的 な時期 に

っいて は、お って連絡す ることとす る。

第5そ の他

1第2の2で 地 方衛生研 究所 が検査 を行 うに際 しては、PCR検 査 に加 えて ウイ

ルスの分 離 ・同定 を行 うことも検討 す ることす る。

2本 サーベイ ランスにおいて報告 の対象 となるイ ンフル エ ンザ様症状 を呈す る

患者 であって入 院 を要す るもの とは、す なわち、一定程度以上 の重症患者 である。



魎
3全 体的な発生動向の把握

インフルエ ンザサーベ イランス

第1目 的

イ ンフルエ ンザ定点 医療機 関にお け るイ ン フル エ ンザ の患者数 を把握す るこ と

に よ り、イ ンフルエ ンザ全体の発生動 向を把握す る。

第2実 施方法

1イ ンフルエ ンザ定点医療機 関は、感染症 の予防及 び感染症 の患者 に対す る医療

に関す る法律(平 成10年 法律第114号 。 以下 「法」 とい う。)第14条 の規 定に

基づ き、イ ンフルエ ンザ と診 断 した患者 について、1週 間(月 曜 日か ら 日曜 日)

ご とに、保健所 に報 告す る。

(参照)
・ 平成11年 健医発第458号 厚生省保健医療局長通知 「感染症の予防及び感染

症の患者に対す る医療 に関す る法律の施行に伴 う感染症発生動向調査業の実

施について」

2新 型 イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)と 診 断 され た患者(疑 似症患者 を含む。)

に係 る情報 については、法第14条 の規 定に基づ く届 出 と同様 の様式 、方法 にて、

保健所 に報告 を行 うもの とす る。

第3厚 生労働省に対する報告について

保健所 は、第2に よ り入手 した情報を、毎週 水曜までに、厚生労働省 に報告 する

こととす る
'当 該報告 は

、感染 症サーベイ ランスシステム(NESID)で 行 うもの とす る。

第4実 施時期

通年 、 実施 す る。

第5そ の他
、

■

イ ンフルエ ンザ定点医療機 関にお いて は、診察 したイ ンフル エ ンザ様症状 の患者

にっ いて、臨床 的に新 型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)と 診 断できない場合 にっ

いて は、イ ンフルエ ンザ と して届 出を行 うこ ととす る。



函
「新 型 イ

ン フル エ ンザ に係 るサ ー ベイ ラ ンス 体制 につ いてのQ&A

平成21年8月25日

1全 体

問1今 般 、サー ベ イ ラ ンス体 制 は、 どの よ うに変 わ った の です か。

新型イ ンフルエンザ(A/HlN1)② サーベ イランス体制 については、平成21年7

月24日 厚 生労働省新型イ ンフルエ ンザ対策推進本部事務局事務連絡 「新型 インフルエ ン

ザ(A/HlN1)に 係 る今後 のサーベイ ランス体制について」 において、総合的にお

示 ししてきま したが、その 中のクラスターサーベイ ランスに よって、今般 、新型 インフ

ルエ ンザ(A/HlN1)の 患者 め急激な増加 が確認 された ところです。 これ を受 け、

全国的に感染の急激 な拡大の早期探知 の取組を停止す ることとし、感染症法第12条 の規

定に基づ く医師の届 出が不要 とされることとな りま した。

ただ し、クラスターサーベイ ランスにお ける集団の端緒 の把握は、今後 も継続す るこ

ととされ てお りますので、引き続 き、平成21年8月25日 健感発0000号 第0号 厚 生労働省

健康局結核感染症課 長通知 「新型イ ンフルエンザ(A/HlN1)の 集団発生が疑われ

る場合 におけ る医師か らの報告 と感染拡大防止対策 の実施 にっいて」 をご参照の上、適

切 な対応 をお願いいた します。

問2サ ーベイ ランスによ り把握 された患者が新型インフルエ ンザ(A/HlN1)

と確 定 された場合、感染症法に基づ く届出は行 うのですか。

不 要 とな ります 。

問3今 後、感染症サーベイ ランスシステ ム(NESID)疑 い症例調査支援 システ

ムへの入力は必要ですか。

6月19目 に改定 した 「医療の確保、検疫、学校 ・保 育施設等の臨時休業の要請等に

関す る運用指針」を踏 まえこ今後 、全ての患者(疑 い患者 を含 む。)を 把握す るのではな

く、新型イ ンフルエ ンザの集団 における患者発生を重点的に、可能 な限 り早期に探知す

るこ とか ら、疑い症例調査支援 システムへ の入力は必ず しも必要ではあ りませ ん。 ただ

し、 自治体が活用す ることについては、特に差 し支 えあ りません。



、

2ク ラス ター(集 団発 生)サ ー ベイ ランス

平成21年8月25日 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡 「感染症の予防及び感染症

の患者 に対す る医療 に関す る法律施行規則の一部を改正す る省令の施行 に伴 う運用 の変

更について(Q&A等)」 における別紙2(Q&A)を ご参照下さい。

3ウ イ ル スサ ー ベ イ ラ ンス

問1病 原体定点医療機 関を受診 した患者 の検体 を検査す るのはなぜ ですか。

病原体定点医療機 関においては、流行 しているイ ンフルエ ンザ ウイルスの抗原性、遺

伝子型 、抗イ ンフルエ ンザ ウイル ス薬への感受性等を調べ ることによ り、 ウイル スの病

原性 の変化 の把握や治療方針 の見直 し等に役 立てるこ とにな ります。

また、イ ンフルエ ンザ ウイル スの型 ・亜型を調べる ことに よ り、流行 しているイ ンフ

ルエ ンザ全体 に占め る新型 インフルエ ンザの割合 を評価す ることによ り、新型イ ンフル

エ ンザ(A/HlN1)の 発生動向を的確 に把握す ることとな ります。

問2病 原 体定点医療機関 を受診 した全 ての患者 について、新型インフルエ ンザの検

査 を行 ラのですか。

新型イ ヒフルエ ンザ(A/HlN1)の 検査を行 う対象 は、病原体定点医療機 関を受

診 し、保健所 に報告する全 てのイ ンフルエ ンザの患者及 び新型 インフルエ ンザ(A/H

lNi)の 患者 です。イ ンフル エンザの患者の発生状況 に応 じた、検体の採取 に係 る考

え方 については、別添3を ご参照下 さい。

検体 の検査 については、イ ンフルエンザ迅速診断キ ッ トB型 が陽性 とな る等、新型 イ

ンフルエ ンザが除外 され る場合 、医師は検体の採取は行 います が、都道府県等は新型イ

ンフルエ ンザ の検査 を行 う必要はあ りません。

また、集 団発生が増 える等 、新型インフルエンザ(A/HlN1)の 診 断のための検

査 の数が多い場合、迅速 に新型イ ンフルエンザの集 団発生等を把握す る観点か ら、 自治

体 の状況に応 じて、診 断のための検査 を優先 して差 し支えあ りません。



問3ウ イルスサーベイ ランスにおいて検体を採取 した場合、す ぐに新型イ ンフルエ ン

ザ(A/HlN1)の 検査 を行 う必要があ りますか。

病原体定点医療機 関においては、個人の診 断ではな く、新型 インフルエンザ(A/H

lN1)の 発生動 向を把握す る観 点か ら、検体 を採取 した後、す ぐに検査 を行 う必要は

あ りませ んが、地方衛生研 究所 においてあらか じめ定 めた ウイルス分離のスケジュール

に従 って、少 な くとも1週 間に1回 程度 は行 うことが望まれ ます。

問4イ ンフルエ ンザ の患者が少ない時は、検体 を採 取 しな くてもよいですか。

今後、新型イ ンフル エンザ(A/HlN/)'の 感染拡大を早期 に探知するこ とが重要

であることか ら、イ ンフルエ ンザ の患者が少ない時期 にあっても、インフルエ ンザ と診

断 された者 にっいては、イ ンフルエンザ とあわせ た新型 インフルエ ンザ検査のための検

体 の採取をお願 い します。

問5新 型イ ンフルエ ンザの検査 を行 うために検体 を採取す ることにっいて、患者の

同意が得 られ ない場合、検体 を採取 しなくて もよいですか。

イ ンフルエ ンザの発生動向を的確 に把握す るために、検体を採取 し、検査を行 うこと

は:重要であることを患者 に説明 し、同意 を得た上で、イ ンフルエ ンザの検体を採 取 し、 、

検査を行 うことが重要です。



4。 イ ン フルエ ンザ入 院 サーベ イ ラ ンス

問1入 院 したイ ンフルエ ンザ様症状 を呈す る患者 の検査 をす るのはなぜ ですか。

新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)の 患者 の うち、重症 にな る者 を把握す るこ とに

よ り、重症化及び ウイルスの性 状変化 を早期 に把握す る観 点か ら、イ ンフルエ ンザ様症

状 を呈す る入院患者 を把握 した場合、確認検査 によ り、新型イ ンフルエ ンザ(A/Hl

N1)の 患者であるか ど うかの判別 を行 い、臨床情報 を把握 します。

問2イ ンフルエ ンザの患者 について、入院紹介元も しくは入院紹介先 の医療機 関の

うち、 どち らが保健所 に報告す るのです か。

入 院 したイ ンフルエ ンザの患者 が新型イ ンフルエンザであった揚合 、臨床経過 を把握

す る必要が あること等か ら、入院 した先 の医療機 関が、当該悪者 につ いて保健所へ報告
す るよ うお願 い します。1

問3新 型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)を 含むイ ンフルエ ンザの感染が相 当程度

拡大 した後 も、全ての入院患者 について検査を行いますか。

当該時期 にお ける方針 については、適時、見直す こととします。

5イ ンフル エ ンザ サー ベ イ ラ ンス

問1イ ンフルエ ンザ定点医療機 関においては、新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)

と診 断 され た患者 について、イ ンフルエ ンザの届出 と同様 の様式、方法で、報告す

る旨の記載 があ りますが、新型イ ンフルエ ンザ(A/HlN1)と 診断 され た患者

数等 は、イ ンフルエンザの患者数 を合計 して、報告することは可能です か。

問題 あ りませ ん。


